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 市民税・県民税・森林環境税（以下、「個人住民税」という。）は原則として 1月 1日（賦課

期日）時点で今治市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税されます。 

年の途中で今治市から転出した場合も、個人住民税の税額及び納税地は変わりません。 

国外へ転出されると、納税通知書等の送付先住所の特定が困難であるため、公示送達を行う場合

があります。この場合でも、納期が到来し未納であると、延滞金等が発生してしまいますので、

忘れずに手続きをお願いいたします。 

 1. 1月 1日までに国外へ転出する場合 

○給与から個人住民税を差し引いている方 

事業所を通じ、出国前の最後の給与等から一括徴収にご協力ください。（現年度分） 

○本人が個人住民税を納付書等で支払っている方 

 出国前に、未払い分の個人住民税の全額納付にご協力ください。（現年度分） 

※上のいずれの場合も、未納分が残る場合は、「納税管理人申告書」等の提出が必要です。 

2. 1月 2日以降に国外へ転出する方 

○給与から個人住民税を差し引いている方 

事業所を通じ、出国前の最後の給与等から一括徴収をお願いいたします。（現年度分） 

また、納税管理人を選定し、個人住民税の納付等の手続きを依頼のうえ、「納税管理人申告

書」等を今治市 市民税課に提出してください。（新年度分） 

○本人が個人住民税を納付書等で支払っている方 

 出国前に、未払い分の個人住民税の全額納付にご協力ください。（現年度分） 

また、納税管理人を選定し、個人住民税の納付等の手続きを依頼のうえ、「納税管理人申告

書」等を今治市 市民税課に提出してください。（新年度分(現年度未納分がある場合含む)） 

※新年度税額の試算について 

1月 2日以降、納税通知書送付時期（給与特別徴収の場合は 5月 15日、普通徴収の場合は例年

6月 10日）より前に帰国する場合、「市民税・県民税・森林環境税 税額試算依頼書」をご提

出いただきますと、後日、新年度の個人住民税の税額をお知らせします。 

＜事業主の方へのお願い＞ 

外国人従業員の方が 1月 2日以降に国外転出する場合、個人住民税の試算を市民税課に依頼

していただくとともに、試算税額を最後の給与等から預かり、納付にご協力いただきますよ

う、お願いいたします。 

※各書式は、今治市 市民税課ホームページからダウンロードできます。 

 

納税管理人とは、納税義務者の代わりに納税通知書・還付通知書の受領や税金の納付など納税に

係る事務を管理する人です。納税管理人を設定する場合は、別紙「納税管理人申告書」等に必要事

項を記入のうえ、市民税課に提出してください。なお、納税管理人に選定できるのは、日本国内に

住所を有する個人又は法人です。（お知り合いの方を指定することもできます。） 

租税条約該当者など非課税であることが明確である場合、納税管理人の届出は必要ありません。 

今治市 市民税課 

TEL:0898-36-1510（直通） 

FAX:0898-22-7821（直通） 

tel:0898-36-1510

